


→「○ヶ月コース」「定期」「自動更新」「無期限」などの

表示があれば、２回目以降も届きます！

→「初回」価格と「２回目以降」の価格は違います！

→１回限りで、簡単に・無料で解約できますか？

①〜③を必ず確認しましょう！

上の①～③の内容については、改正特商法（特定商取引法）により、最終画面

で明確に表示しなければいけません。令和４年６月１日以降、誤認させる表示

により申込みをした消費者は契約を取り消せる可能性があります。

実際に困ったときは、（局番なし）１８８にお電話ください。

➀ １回限りの購入？

② ２回目からはいくら？

注文を確定

このほか、令和４年６月１日以降、クーリング・オフがスマートフォンや

パソコンから電子メールを送ることにより、できるようになります。

※ 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません！

③ 解約の方法は？

神奈川県

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課（かながわ中央消費生活センター）相談第二グループ

消費生活課ホームページ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/r7b/index.html

Facebook（かながわの消費生活） https://www.facebook.com/kanagawa.shouhi/

Twitter（かながわ中央消費生活センター） https://twitter.com/kanagawa_shouhi
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困ったときは、一人で悩まず地元市町村の消費生活相談窓口に相談しましょう
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